
＜奥州市移住支援金交付申請に関する必要書類一覧＞

空家バンク ふるさと納税 空家バンク ふるさと納税 空家バンク ふるさと納税

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般

専門人材

テレワーク

6 - ○ - - - - - ○ - - - - - ○ - - - -

- - - ○ - - - - - 〇 - - - - - ○ - -

空き家バンク利用者登録申請書の写し（押印済） - - - - ○ - - - - - 〇 - - - - - ○ -

ふるさと納税寄付金受領証明書（2年分） - - - - - ○ - - - - - 〇 - - - - - ○

就労証明書（様式第２号）

※発行日より１カ月以内
- - - -

〇

※就職の場合

〇

※就職の場合
- - - -

〇

※就職の場合

〇

※就職の場合
- - - -

〇

※就職の場合

〇

※就職の場合

農業マイスター制度　利用証明書 - - - -

〇

※就農の場合

3つのどちらか

〇

※就農の場合

3つのどちらか

- - - -

〇

※就農の場合

3つのどちらか

〇

※就農の場合

3つのどちらか

- - - -

〇

※就農の場合

3つのどちらか

〇

※就農の場合

3つのどちらか

胆江地方ニューファーマーの決定通知 - - - -

〇

※就農の場合

3つのどちらか

〇

※就農の場合

3つのどちらか

- - - -

〇

※就農の場合

3つのどちらか

〇

※就農の場合

3つのどちらか

- - - -

〇

※就農の場合

3つのどちらか

〇

※就農の場合

3つのどちらか

耕作目的で、農地を購入また借りたりする際に農業

委員会での手続きに関する証明書
- - - -

〇

※就農の場合

3つのどちらか

〇

※就農の場合

3つのどちらか

- - - -

〇

※就農の場合

3つのどちらか

〇

※就農の場合

3つのどちらか

- - - -

〇

※就農の場合

3つのどちらか

〇

※就農の場合

3つのどちらか

登記関係書類

【登記事項証明書・定款の写し（要原本証明）】
- - - -

〇

※起業の場合

２つのどちらか

〇

※起業の場合

２つのどちらか

- - - -

〇

※起業の場合

２つのどちらか

〇

※起業の場合

２つのどちらか

- - - -

〇

※起業の場合

２つのどちらか

〇

※起業の場合

２つのどちらか

事業計画書の写しおよび開業届出書の写し - - - -

〇

※起業の場合

２つのどちらか

〇

※起業の場合

２つのどちらか

- - - -

〇

※起業の場合

２つのどちらか

〇

※起業の場合

２つのどちらか

- - - -

〇

※起業の場合

２つのどちらか

〇

※起業の場合

２つのどちらか

8 - - - - - -

○

退職した法人な

どで発行したも

の

○

退職した法人な

どで発行したも

の

○

№5を証明書

とする

○

退職した法人な

どで発行したも

の

○

退職した法人な

どで発行したも

の

○

退職した法人な

どで発行したも

の

- - - - - -

7 関係人口※

NO. 提出書類

転

入

前

奥州市移住支援補助金（移住支援金）交付申請書　(様式第１号）

写真付き身分証明書

【運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど】

※有効期限内のもの。氏名・住所等が現状と一致していること

奥州市に転入後の「住民票の写し」

※発行日より１カ月以内、マイナンバー記載不要

※世帯要件で申請の場合、世帯全員分

移住前の在住地及び在住期間を確認できる書類

【戸籍の附票の写し、住民票の除票の写し】

※世帯要件で申請の場合、世帯全員分

5

関係人口証明書（様式第3号）

※岩手県「遠恋複業」の取組による複業実施者の場合のみ

【就職の場合】

【就農の場合】

いずれか

転

入

後

関係人口

遠恋複業

就職or就農or起業

就職

※専門人材を

含む

起業 テレワーク

東京23区内在住

東京圏在住かつ

東京23区内通勤（通学期間も含む）

雇用者

（雇用保険被保険者）

個人事業者

（雇用保険外）

- -

関係人口

テレワーク

- - ○

就職

※専門人材を

含む

起業 テレワーク

関係人口

遠恋複業

※発行日より１カ月以内

※個人事業主の場合は、別途証明書（業務委託契約書など）を提出

起業支援金の交付決定通知書の写し

東京23区での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

【就業証明書、離職票など】

※テレワーク（転入前後で勤務先が変わらない）の場合、№5を証明書とする

○

№8の証明書

とする

- - -

○

※業務委託契

約書などの

証明書

-

就業証明書

-

- -

- -

【起業の場合】

いずれか

-

- -- -

- -

○ - -

--

-

-- ○ -

就職

※専門人材を

含む

起業

（様式第2号）

※発行日より１カ月以内

（様式第2号-2）

--○

遠恋複業

就職or就農or起業 就職or就農or起業



＜奥州市移住支援金交付申請に関する必要書類一覧＞

空家バンク ふるさと納税 空家バンク ふるさと納税 空家バンク ふるさと納税

NO. 提出書類

転

入

前

転

入

後

関係人口

遠恋複業

就職or就農or起業

就職

※専門人材を

含む

起業 テレワーク

東京23区内在住

東京圏在住かつ

東京23区内通勤（通学期間も含む）

雇用者

（雇用保険被保険者）

個人事業者

（雇用保険外）

関係人口

テレワーク

就職

※専門人材を

含む

起業 テレワーク

関係人口

遠恋複業

就職

※専門人材を

含む

起業

遠恋複業

就職or就農or起業 就職or就農or起業

9 - - - - - - △ △ △ △ △ △ - - - - - -

10 - - - - - - - - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 - - - - - - - - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13

※関係人口要件の場合、遠恋複業または空き家バンク利用者登録またはふるさと納税を2年度以上寄付した方。また、空き家バンクおよびふるさと納税の場合は、就職または就農または起業した方が対象

その他の必要書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※申請内容によって、１～１２以外の必要書類をご準備いただく場合があります。

在住・在職期間、世帯構成によって提出書類が異なりますので、 申請ご希望の方は、必ず申請前に問い合わせ窓口へご相談ください。

東京23区での在学地、在学期間が確認できる書類

【卒業証明書など】

※在学期間を含める場合

東京23区での在勤地を確認できる書類（個人事業主の場合）

【開業届出済証明書】

東京23区での在勤期間を確認できる書類（個人事業主の場合）

【個人事業等の納税証明書など】

奥州市移住支援補助金（移住支援金・地方就職支援金）交付請求書（様式第５号）

※交付決定後に提出。振込先確認のため、口座が確認できるものを窓口で提示


